
JP 2013-509498 A5 2013.11.21

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成25年11月21日(2013.11.21)

【公表番号】特表2013-509498(P2013-509498A)
【公表日】平成25年3月14日(2013.3.14)
【年通号数】公開・登録公報2013-013
【出願番号】特願2012-536855(P2012-536855)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/58     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ  38/00    ３０２Ｚ
   Ｃ２２Ｃ  38/58    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月4日(2013.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーステナイト系ステンレス鋼であって、重量パーセンテージで、最高０．２０までの
Ｃ、２．０～９．０のＭｎ、最高２．０までのＳｉ、１５．０～２３．０のＣｒ、３．０
～６．０のＮｉ、０．５～１．０のＭｏ、０．０５～０．３５のＮ、（７．５（％Ｃ））
≦（％Ｎｂ＋％Ｔｉ＋％Ｖ＋％Ｔａ＋％Ｚｒ）≦１．５、０．０００５～０．０１のＢ、
Ｆｅ、および不可避的な不純物からなり、１８～２２のＰＲＥＮ値を有する、オーステナ
イト系ステンレス鋼。
【請求項２】
　１２未満のフェライト値を有する、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼。
【請求項３】
　０を超え、最高１０までのフェライト値を有する、請求項１に記載のオーステナイト系
ステンレス鋼。
【請求項４】
　１から最高４までの範囲でフェライト値を有する、請求項１に記載のオーステナイト系
ステンレス鋼。
【請求項５】
　３４℃未満のＭＤ３０値を有する、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼。
【請求項６】
　１０℃未満のＭＤ３０値を有する、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼。
【請求項７】
　－１０℃未満のＭＤ３０値を有する、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼
。
【請求項８】
　Ｃが最高０．１０までに制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼
。
【請求項９】
　Ｍｎが２．０～８．０に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼
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。
【請求項１０】
　Ｍｎが４．０～７．０に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼
。
【請求項１１】
　Ｓｉが０．５～１．０に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼
。
【請求項１２】
　Ｃｒが１６．０～２２．０に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレ
ス鋼。
【請求項１３】
　（７．５（％Ｃ））≦（％Ｎｂ＋％Ｔｉ＋％Ｖ＋％Ｔａ＋％Ｚｒ）≦１．０である、請
求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼。
【請求項１４】
　ニオブが少なくとも０．１である、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼。
【請求項１５】
　（７．５（％Ｃ））≦％ニオブ≦１．５である、請求項１に記載のオーステナイト系ス
テンレス鋼。
【請求項１６】
　Ｂが０．００１～０．０１に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレ
ス鋼。
【請求項１７】
　Ｂが０．００１～０．００３に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステン
レス鋼。
【請求項１８】
　Ｔｉが０．００１～０．５に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレ
ス鋼。
【請求項１９】
　オーステナイト系ステンレス鋼であって、重量パーセンテージで、最高０．１０までの
Ｃ、２．０～８．０のＭｎ、最高１．００までのＳｉ、１６．０～２２．０のＣｒ、３．
０～６．０のＮｉ、０．５～１．０のＭｏ、０．０８～０．３０のＮ、（７．５（％Ｃ）
）≦（％Ｎｂ＋％Ｔｉ＋％Ｖ＋％Ｔａ＋％Ｚｒ）≦１．５、０．０００５～０．００８ま
でのＢ、最高０．０１までのＴｉ、最高０．０５０までのＰ、最高０．０３０までのＳ、
Ｆｅ、および不可避的な不純物からなり、１８～２２のＰＲＥＮ値を有する、オーステナ
イト系ステンレス鋼。
【請求項２０】
　ニオブが少なくとも０．１に制限される、請求項１９に記載のオーステナイト系ステン
レス鋼。
【請求項２１】
　（７．５（％Ｃ））≦ニオブ≦１．５である、請求項１９に記載のオーステナイト系ス
テンレス鋼。
【請求項２２】
　Ｐが０．０１０～０．０５に制限される、請求項１９に記載のオーステナイト系ステン
レス鋼。
【請求項２３】
　Ｓが０．０００１～０．００１に制限される、請求項１９に記載のオーステナイト系ス
テンレス鋼。
【請求項２４】
　オーステナイト系ステンレス鋼であって、重量パーセンテージで、最高０．０８までの
Ｃ、３．５～６．５のＭｎ、最高１．００までのＳｉ、１７．０～２１．０のＣｒ、３．
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０～６．０のＮｉ、０．５～１．０のＭｏ、０．０８～０．３０のＮ、（７．５（％Ｃ）
）≦（％Ｎｂ＋％Ｔｉ＋％Ｖ＋％Ｔａ＋％Ｚｒ）≦１．０、０．０００５～０．００５ま
でのＢ、最高０．００５までのＴｉ、最高０．０３５までのＰ、最高０．００５までのＳ
、Ｆｅ、および不可避的な不純物からなり、１８～２２のＰＲＥＮ値を有する、オーステ
ナイト系ステンレス鋼。
【請求項２５】
　ニオブが少なくとも０．１に制限される、請求項２４に記載のオーステナイト系ステン
レス鋼。
【請求項２６】
　（７．５（％Ｃ））≦Ｎｂ≦１．５である、請求項２４に記載のオーステナイト系ステ
ンレス鋼。
【請求項２７】
　オーステナイト系ステンレス鋼を含む製造物品であって、オーステナイト系ステンレス
鋼が、重量パーセンテージで、最高０．２０までのＣ、２．０～９．０のＭｎ、最高２．
０までのＳｉ、１５．０～２３．０のＣｒ、３．０～６．０のＮｉ、０．５～１．０まで
のＭｏ、０．０５～０．３５のＮ、（７．５（％Ｃ））≦（％Ｎｂ＋％Ｔｉ＋％Ｖ＋％Ｔ
ａ＋％Ｚｒ）≦１．５、０．０００５～０．０１のＢ、Ｆｅ、および不可避的な不純物か
らなり、１８～２２のＰＲＥＮ値を有する、製造物品。
【請求項２８】
　前記オーステナイト系ステンレス鋼が少なくとも０．１のニオブに制限される、請求項
２７に記載の製造物品。
【請求項２９】
　前記オーステナイト系ステンレス鋼において（７．５（％Ｃ））≦ニオブ≦１．５であ
る、請求項２７に記載のオーステナイト系ステンレス鋼。
【請求項３０】
　前記物品が低温環境および極低温環境の少なくとも１つにおける使用に適合している、
請求項２７に記載の製造物品。
【請求項３１】
　前記物品がフレキシブルコネクタ、ベローズ、フレキシブルパイプ、煙突内管類、およ
び送管内管類からなる群から選択される、請求項２７に記載の製造物品。
【請求項３２】
　Ｓｉが０．５未満に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼。
【請求項３３】
　Ｃｒが１７．０～２１．０に制限される、請求項１に記載のオーステナイト系ステンレ
ス鋼。
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